
① 1,000 ② 1,300 ① 3,007 ② 3,307

① 1,000 ② 1,300 ① 2,557 ② 2,857

① 1,000 ② 1,300 ① 3,280 ② 3,580

① 1,000 ② 1,300 ① 2,830 ② 3,130

① 1,000 ② 1,300 ① 3,425 ② 3,725

① 1,000 ② 1,300 ① 2,975 ② 3,275

① 1,000 ② 1,300 ① 3,596 ② 3,896

① 1,000 ② 1,300 ① 3,146 ② 3,446

① 1,000 ② 1,300 ① 3,776 ② 4,076

① 1,000 ② 1,300 ① 3,326 ② 3,626

① 1,000 ② 1,300 ① 3,949 ② 4,249

① 1,000 ② 1,300 ① 3,499 ② 3,799

① 1,000 ② 1,300 ① 4,118 ② 4,418

① 1,000 ② 1,300 ① 3,668 ② 3,968

特別養護老人ホーム　ショートステイ利用料金表　（第２共愛の里）　介護保険負担割合　２割 令和6年8月1日改定

要介護度 基本単位 加算単位 合計単位
処遇改善
加算

総合計単位 利用料金（円） 給付額（円）
自己負担額

（円）
負担
段階

食費（円） 居住費（円） 自己負担額　１日合計

要支援１

個室

451

6

457

300 380 1,807
２段階 600 480 2,207

合計
単位
×

14.0％

520 5,631 4,504 1,127

１段階

３段階

２段階

5,596 1,400

2,157
３段階

3,487

880
４段階 1,445 1,231 3,803
１段階 300 0 1,427

要支援２

個室

561 567 646 6,996
多床室

600 430
多床室

３段階 880
４段階 1,445 1,231

３段階 430
４段階 1,445 915

430
４段階 1,445 915

4,076

１段階 300 380 2,080
２段階 600 480 2,480

3,760

１段階 300 0 1,700
２段階 600 430 2,430

380 2,225
２段階 600 480 2,625

1
個室

603

23

626

合計
単位
×

14.0％

2
個室

672 695

多床室

多床室

3
個室

745 768

713 7,721 6,176 1,545

１段階 300

３段階

２段階 600
１段階 300

430 2,575
３段階 430
４段階 1,445 915 3,905

880
４段階 1,445 1,231 4,221

0 1,845

380 2,396
２段階 600 480 2,796

792 8,577 6,861 1,716

１段階 300

３段階

２段階 600

880
４段階 1,445 1,231 4,392
１段階 300 0 2,016

875 9,476
多床室

430 2,746
３段階 430
４段階 1,445 915 4,076

３段階 880
４段階 1,445 1,231 4,5727,580 1,896

１段階 300 380 2,576
２段階 600 480 2,976

３段階 430
４段階 1,445 915 4,256

１段階 300 0 2,196
２段階 600 430 2,926

３段階 880
４段階 1,445 1,231 4,7458,273 2,069

１段階 300 380 2,749
２段階 600 480 3,149

4,429

１段階 300 0 2,369
２段階 600 430 3,099

5
個室

884 907 1,033 11,187
多床室

３段階 430
４段階 1,445 915

4
個室

815 838 955 10,342
多床室

３段階 880
４段階 1,445 1,231 4,9148,949 2,238

１段階 300 380 2,918
２段階 600 480 3,318

３段階 430
４段階 1,445 915 4,598

１段階 300 0 2,538
２段階 600 430 3,268

※1単位＝10.83円で計算します。



※要支援１・２の方は、サービス提供体制強化加算（Ⅲ）のみです。

※以下をご利用の方は次の料金がかかります。

看護体制加算（Ⅰ） 4 常勤看護師が１人以上配置されていることにより頂いている加算です。

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13 質の高いケアを実施する為に、基準を上回る夜勤職員の配置をすることによりいただいている加算です。

「加算単位」の内訳

加　算　名 単位 内　　　　　　容

介護職員等処遇改善加算 介護職員等の処遇改善の為にいただく加算です。上記の「加算単位」を含めた合計単位に、14.0％を乗じた単位になります。

送迎加算 療養食加算 保険証類等　保管料 ｺﾝｾﾝﾄ(嗜好品)　使用料

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6
次の①～③のいずれかに該当することによりいただいている加算です。
①介護・看護職員の総数の内介護福祉士が50％以上
②介護・看護職員の内常勤職員が75％以上
③入居者に直接サービスを提供する職員の総数の内勤続年数が７年以上が30％以上

合　　計 23

２段階 市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。
預貯金　単身650万円　夫婦1650万円以下

食　費 600円　

居住費 430（480）円　

1日
20円

ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、携帯電話の充電、電気毛
布等を使用する場合に徴収させていた
だきます。但し、日常品(電動髭剃りの
充電等)は含みません。
不明点はご相談ください。

介護保険負担限度額認定証について ※（　）は個室料金
※いずれも１日の料金

１段階 市町村民税非課税世帯で、老年年金を受給している方、また生活保護の方。
食　費 300円　

居住費 0（380）円　

片道
453円

（184単位）

利用者の心身の状態、ご家族様
の事情等の理由で、居宅と事業所
間の送迎を行う場合に加算されま
す。

1食あたり
20円

（8単位）

入居者の病状（糖尿病、腎臓
病等）に応じて、主治医より疾
患治療の直接手段として指示
された治療食を提供させてい
ただく方への加算です。

１月
600円

利用者の心身の状態、ご家族様の事
情等の理由で、居宅と事業所間の送
迎を行う場合に加算されます。

３段階　② 市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方。
預貯金　単身500万円　夫婦1500万円以下

食　費 1,300円　

居住費 430（880）円　

３段階　①
市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の
方。
預貯金　単身550万円　夫婦1550万円以下

食　費 1,000円　

居住費 430（880）円　

「介護負担限度額認定証」をお持ちの方は、表面の「食費」「居住費」と認定証を照らし合わせの上、ご確認ください。
お持ちでない方は、区役所の介護保険課へお問い合わせて確認をして下さい。

※食費内訳
朝　食　：　300円
昼　食　：　645円
夕　食　：　500円

４段階 上記以外の方
食　費 1,445円※

居住費 915（1,231）円　


